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【令和８年度償却資産申告用】 
 

償却資産について 

Ⅰ 償却資産とは 

固定資産税でいう償却資産は、会社や個人で事業を営む方が、その事業のために使用している、

土地・家屋以外の機械・器具・備品などの「事業用有形固定資産」をいい、法人税法または所得税

法（以下「法人税法等」という。）の規定により減価償却額（減価償却費）が損金（必要経費）に算

入することができる資産です。 

※現実に減価償却を行ってない資産であっても、減価償却が可能な資産であれば対象となります。 

（例）ミシンを家庭用として使われている場合・・・・課税対象となりません 

ミシンを事業用として使用されている場合（縫製工場等） 

・・・・固定資産税（償却資産）として課税対象 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 償却資産の申告について 

償却資産の所有者は１月１日現在で所有している償却資産について、１月末日までに償却資産所在

地の市町村長に申告しなければなりません。（地方税法第３８３条） 

 

１ 申告していただく方 

（１） 令和８年１月１日現在、償却資産を湯梨浜町内に所有しておられる方 

（２） 償却資産を他に賃貸されている方 

（３） 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方 

（４） 償却資産の所有者が分からない場合は、使用されている方 

（５） 償却資産を共同で所有されている方 

（６） 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）の方 

 

２ 申告の対象となる資産（令和８年１月１日現在、事業の用に供することができる資産） 

（１） 取得価額または製造価額が２０万円以上のもの。ただし、２０万円未満でも対象になる資産

もあります。 

（２） 遊休資産（現に稼動していないが、いつでも稼動できる状態にある資産） 

（３） 他の事業所に貸付けられている資産（リース資産） 

（４） 借用資産（リース資産）であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産 

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうもの

であり、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要と

しません。 

（利益がない事業であっても、上記にあてはまれば「償却資産」となります。） 

事業 とは？ 
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（５） 償却済資産（耐用年数が経過し、減価償却を終えた資産であっても、現在事業で使用してい

るもの。） 

（６）移動性資産で、１月１日現在湯梨浜町に所在している資産 

（７）資産台帳に計上されないで、簿外資産として取扱われている資産 

（８）資産の価値を増加する改良費（償却資産の価額を増加、又は使用可能期間を延長させるため 

に、追加的に支出される費用のこと） 

（９）大型特殊自動車（陸運局への登録の有無に関わらず、償却資産に該当します。） 

 

償却資産の種類 

償却資産は、次の６種類に区分されます。 

種         類 資   産   の   例   示 

１ 

構

築

物 

構  築  物 

簡易な物置、煙突、貯水池、舗装路面、側溝、ネオン塔、広告塔、

庭園、フェンス、自転車置場、看板、電気・ガス機器、アスファル

ト舗装、外灯、ハウス など 

建物附属設備 

（建築設備） 

受変電設備、給排水設備（屋外）、その他建築設備、内装など 

建築設備のうち償却資産として扱うもの 

２ 機 械 及 び 装 置 

土木機械、建設機械、製造機械、食器洗浄機、電気機械、洗濯設備、 

動力設備、冷凍設備、運搬設備、電気業用設備、ボイラー、放送設

備その他の機械装置等 

農作業用器具（耕運機等） など 

３ 船 舶 漁船、釣船、貸しボート、モーターボート、曳船 など 

４ 航 空 機 飛行機、ヘリコプター、グライダー など 

５ 車両及び運搬具 
運搬車、自転車、リヤカー、荷車 など  ※１ 

（ただし、自動車税・軽自動車税の課税客体となるものは除く。） 

６ 工具、器具及び備品 

机、椅子、ロッカー、応接セット、テレビ、看板、陳列ケース、 

医療機器、旅館・理美容・喫茶店・酒場の備品、業務用備品、 

パソコン、コピー機、エアコン、レジスター、自動販売機、 

その他特殊設備 など 

 ※１ 一定の条件を満たす農耕作業用トレーラ（堆肥散布機、薬剤散布機、集草機、運搬用トレー

ラなど）はこれまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、令和３年度から軽自動車

税の課税対象となりました。該当する農耕作業用トレーラをお持ちの方は、軽自動車税の申告

をお願いします。 

 

 

建物附帯設備（建築設備）の家屋と償却資産の区分について 

 建物の附帯設備で償却資産の対象となる資産については、下の表の例示を参考にしてください。 
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設備の種類 家屋に含めるもの 償却資産とするもの 

発変電設備  自家用発電設備、受変電設備 

動力配線配管設備 右記以外のもの 特定の生産または業務用設備 

電灯照明設備 屋内照明設備、分電盤及び分電盤

から内側の配線・配管 

ネオンサイン、投光器、スポット

ライト、家屋と分離している屋外

照明設備 

電話設備 配線等 電話機、交換機等の装置・器具類 

消火装置 屋内消火栓設備、スプリンクラー  

中央監視装置  中央監視装置 

ガス設備、給排水設備 右記以外の設備 特定の生産または業務用設備、屋

外設備 

冷暖房設備 家屋と一体となっている設備 ルームエアコン（取り外しが可能

なもの） 

運搬設備 エレベーター、小荷物専用昇降機、

エスカレーター設備 

工業用ベルトコンベアー、垂直型

連続運搬装置 

間仕切 容易に取り外せないもの つい立て程度のもの 

（注）上記はあくまで参考であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。 

   また、「家屋に含めるもの」については、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となってい

る」ことに特に留意してください。 

 

 

３ 申告の必要のない資産 

 次の資産は償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。 

（１） 耐用年数が１年未満の資産 

（２） 取得価額が１０万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの（小額償

却資産）（※１） 

（３） 取得価額が２０万円未満の資産で法人税法等の規定により３年間で一括償却するもの（一括償

却資産）（※１） 

（４） 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの（大型特殊自動車は申告対象です）。 

（５） 家屋として固定資産税の対象になるもの。（※２） 

（６） 無形固定資産（ソフトウェア、特許権、漁業権、実用新案権等） 

（７） 生物（果樹の樹等。ただし、観賞用、興行用に供するものを除く。） 

 

（※１）個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税対象となり

ます。 

   （※２）家屋所有者以外の方（テナント）が、その事業の用に供するため家屋に取り付けた内

装などの附帯設備（建築設備）は、家屋に含めるものであっても、原則としてテナン

トから償却資産として申告していただく必要があります。 
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Ⅲ 償却資産に対する課税 

 １ 評価額の決定 

償却資産の評価額は、各資産の取得価額及びその資産の耐用年数に係る減価率を基に計算した

評価額の合計となります。 

 

【評価額の計算方法】 

前年中に取得した資産 前年前に取得した資産 

取得価額×（１－減価率／２） 

      減価残存率 Ｐ４～５の表 

前年度評価額×（１－減価率） 

     減価残存率 Ｐ４～５の表 

※ 減価率・・・資産の価値が時の経過により減少する率。減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（大蔵省令）に掲げられている耐用年数に応じて定められています。 

 

【計算例】 

  パソコン１台  取得年月：令和７年５月     取得価額：200,000円 

          耐用年数：４年         減価率：0.438 

          減価残存率 前年中 0.781    前年前 0.562 

 

 評  価  額 

初年度(令和８年度) 200,000×0.781＝156,200 

２年目(令和９年度) 156,200×0.562＝87,784 

３年目(令和１０年度) 87,784×0.562＝49,334 

４年目(令和１１年度) 49,334×0.562＝27,725 

５年目(令和１２年度) 27,725×0.562＝15,581 

６年目(令和１３年度) 200,000×0.05 ＝10,000   ※１ 

７年目(令和１４年度) 200,000×0.05＝10,000   ※２ 

 

 ※１ 上記の計算により計算した額が取得価額の 100分の 5に相当する額を下回る場合は、取得価

額の 100分の 5に相当する額が評価額となります。 

 ※２ 耐用年数（上記例では４年）を過ぎても、取得価額の 100 分の 5 になるまでは減価し続け、

その資産が事業用に供されている限り、取得価額の 100分の 5で引き続き評価されます。 

 ※３ 消費税等の取扱いについては、法人税法等において税込処理をしている場合は税込価額を、

税抜処理をしている場合は税抜価額を、それぞれ取得価額としてください。 

 ※４ 耐用年数省令の改正で耐用年数を変更した資産について 

   平成２０年度税制改正において、機械及び装置を中心に耐用年数が見直されました。平成２１

年度より改正後の耐用年数を適用しています。平成２０年度の評価額に、改正後の耐用年数に応

じた減価残存率を乗じて算出します。 

資産の取得時に遡って耐用年数を改正することはありません。 
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表 耐用年数に応ずる減価率表・減価残存率表 

耐用

年数 

減価率 

(α) 

取得時期 耐用

年数 

減価率 

（α） 

取得時期 

前年中 

(1－α/２) 

前年前 

(1－α) 

前年中 

(1－α/２) 

前年前 

(1－α) 

    ２６ ０．０８５ ０．９５７ ０．９１５ 

２ ０．６８４ ０．６５８ ０．３１６ ２７ ０．０８２ ０．９５９ ０．９１８ 

３ ０．５３６ ０．７３２ ０．４６４ ２８ ０．０７９ ０．９６０ ０．９２１ 

４ ０．４３８ ０．７８１ ０．５６２ ２９ ０．０７６ ０．９６２ ０．９２４ 

５ ０．３６９ ０．８１５ ０．６３１ ３０ ０．０７４ ０．９６３ ０．９２６ 

６ ０．３１９ ０．８４０ ０．６８１ ３１ ０．０７２ ０．９６４ ０．９２８ 

７ ０．２８０ ０．８６０ ０．７２０ ３２ ０．０６９ ０．９６５ ０．９３１ 

８ ０．２５０ ０．８７５ ０．７５０ ３３ ０．０６７ ０．９６６ ０．９３３ 

９ ０．２２６ ０．８８７ ０．７７４ ３４ ０．０６６ ０．９６７ ０．９３４ 

１０ ０．２０６ ０．８９７ ０．７９４ ３５ ０．０６４ ０．９６８ ０．９３６ 

１１ ０．１８９ ０．９０５ ０．８１１ ３６ ０．０６２ ０．９６９ ０．９３８ 

１２ ０．１７５ ０．９１２ ０．８２５ ３７ ０．０６０ ０．９７０ ０．９４０ 

１３ ０．１６２ ０．９１９ ０．８３８ ３８ ０．０５９ ０．９７０ ０．９４１ 

１４ ０．１５２ ０．９２４ ０．８４８ ３９ ０．０５７ ０．９７１ ０．９４３ 

１５ ０．１４２ ０．９２９ ０，８５８ ４０ ０．０５６ ０．９７２ ０．９４４ 

１６ ０．１３４ ０．９３３ ０．８６６ ４１ ０．０５５ ０．９７２ ０．９４５ 

１７ ０．１２７ ０．９３６ ０．８７３ ４２ ０．０５３ ０．９７３ ０．９４７ 

１８ ０．１２０ ０．９４０ ０．８８０ ４３ ０．０５２ ０．９７４ ０．９４８ 

１９ ０．１１４ ０．９４３ ０．８８６ ４４ ０．０５１ ０．９７４ ０．９４９ 

２０ ０．１０９ ０．９４５ ０．８９１ ４５ ０．０５０ ０．９７５ ０．９５０ 

２１ ０．１０４ ０．９４８ ０．８９６ ４６ ０．０４９ ０．９７５ ０．９５１ 

２２ ０．０９９ ０．９５０ ０．９０１ ４７ ０．０４８ ０．９７６ ０．９５２ 

２３ ０．０９５ ０．９５２ ０．９０５ ４８ ０．０４７ ０．９７６ ０．９５３ 

２４ ０．０９２ ０．９５４ ０．９０８ ４９ ０．０４６ ０．９７７ ０．９５４ 

２５ ０．０８８ ０．９５６ ０．９１２ ５０ ０．０４５ ０．９７７ ０．９５５ 

 

 

 ２ 課税標準額 

  上記の計算を資産一品ごとに行い、各資産の評価額をそれぞれ合計した額が課税標準額になりま

す。 

  ただし、課税標準の特例が適用される場合は、評価額に特例率を乗じたものが課税標準となりま

す。該当資産をお持ちの方は「種類別明細書」の摘要欄に該当適用条項を記載してください。 

  （例）内航船舶・・・特例により、課税標準は評価額の１／２ 
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 ３ 国税との主な違いについて 

項  目 固定資産税の取扱い 

（固定資産税（償却資産）の評価額） 

国税（法人税・所得税）の取扱い 

 

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度） 事業年度 

減価（償却）の方法 定率法（国税の旧定率法） 建物以外は定率法・定額法の選択 

前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月割償却 

圧縮記帳の制度 認めていない 認めている 

特別償却・割増償却 認めていない 認めている 

評価額の最低限度額 取得価額の５／１００ 備忘価額（１円）まで 

改良費（資本的支出） 区分評価 原則区分評価（一部合算も可） 

 

 ４ 税率及び免税点 

 固定資産税の税率は課税標準額の１．４％です。 → 課税標準額×１．４％＝税額 

  ただし、課税標準の合計額が１５０万円未満の場合は、課税されません。なお、免税点の判定は

湯梨浜町で行いますので、償却資産の多少にかかわらず申告は必要です。 

 

 

Ⅳ 電子申告 

湯梨浜町では、地方税ポータルシステム(eLTAX：エルタックス)を利用し、インターネットによ

る町税の電子申告等のサービスが利用できます。 

 eLTAXをご利用いただくと、自宅や事務所等からも申告等が可能となります。 

 

 ご利用できる税目や手続き 

税  目 手     続 

個人町県民税 【申告】給与支払報告書・公的年金支払報告書の提出 

（申請）特別徴収にかかる給与所得者異動届出 

 特別徴収義務者の新規・異動の届出 

法人町民税 【申告】確定申告、予定申告、修正申告など 

（申請）法人の設立・設置届、異動届など 

固定資産税 

(償却資産) 

【申告】償却資産全資産申告、増・減資産申告、修正申告 

 

 

 ◇ eLTAX についての詳しい内容や手続きなどについては、 eLTAX ホームページ

https://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。 
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Ⅴ その他（申告の簡略化） 

 申告すべき資産が無い場合は、「該当資産なし」として申告をお願いします。 

 「該当資産なし」の申告をされた方には、翌年度以降は申告書の送付を省略することがあ

ります。（申告書の送付がなかった場合でも、毎年賦課期日（１月１日）現在において償却資

産を所有されている方は申告が必要です。） 

 前年度電子申告されている方は、紙の申告書の送付を省略しています。紙の申告書の送付

を希望される場合はお申し出ください。 


